












平成18年１月27日高齢者雇用対策課発表

1.

2.

3.

改正高齢法の施行に向けた企業の取組状況

　上記導入見込み企業のうち、雇用確保措置の上限年齢は62～64歳が約６割、改正高
齢法の義務化スケジュールを前倒しし、18年４月から一気に65歳以上へ引き上げると
する企業も４割を占めている。(比率は17年11月1日時点と同様）

上記導入見込み企業のうち、定年の定めの廃止や定年年齢の引上げの措置を講じる
ところは少なく、９割以上が継続雇用制度を導入するとしている。(比率は17年11月1日
時点と同様）

（300人以上規模、18年1月1日現在)　

　改正高齢法の施行に向けた企業の取組は昨年11月1日以降も着実に進んでおり、本
年１月１日時点で、法施行の４月１日には約98%の企業が改正高齢法の趣旨に沿った
高年齢者雇用確保措置を導入する見込み。

表２　雇用確保措置の上限年齢
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表３　雇用確保措置の内訳

6.4 93.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定年制の廃止、
定年年齢の引上げ

継続雇用

表１　雇用確保措置の導入見込み
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